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１ 北九州市行財政改革大綱（平成９年８月策定） 

■ 基本姿勢：「削るべきところは削り、強めるところは強める」 

■ 基本理念：「政策形成機能が高く、簡素で効率的な行財政システムの再構築」 

■ 特徴  ：５つの視点…「公と民との役割分担の見直し」など改革の方向性 

８つの目標…財政指標や組織・機構等の見直しなどに数値目標 

１２５の実施項目…５つの視点に沿った具体的取り組み項目の明示 

■ 取組期間：【集中取組期間】平成８～１０年度⇒その後も継続した取り組み 

■ 進行管理：毎年度予算、決算に合わせて具体的取り組みを取りまとめ、公表 

２ 取り組みの成果 

（１）取り組み項目と効果 

目   標 決   算 差   引  

項目数 効果額 項目数 効果額 項目数 効果額 

平成 ８年度 ３９項目 約５０億円 ６９項目 約５３億円 ３０項目 約３億円 

平成 ９年度 ７１項目 約６０億円 ９７項目 約８５億円 ２６項目 約２５億円 

平成１０年度 ６７項目 約５０億円 １１８項目 約１３１億円 ５１項目 約８１億円 

小計 １２５項目 約１６０億円 ２０１項目 約２６９億円 ７６項目 約１０９億円 

平成１１年度 ６２項目 約４０億円 ９０項目 約８７億円 ２８項目 約４７億円 

平成１２年度 １１５項目 約４６億円 １２４項目 約６２億円 ９項目 約１６億円 

平成１３年度 ９０項目 約３７億円 ９４項目 約５１億円 ４項目 約１４億円 

平成１４年度 ９１項目 約５４億円 １０８項目 約７６億円 １７項目 約２２億円 

平成１５年度 ８３項目 約５１億円 １０６項目 約５５億円 ２３項目 約４億円 

小計 ２３８項目 約２２８億円 ３０９項目 約３３１億円 ７２項目 約１０３億円 

合計 ３６３項目 約３８８億円 ５１０項目 約６００億円 １４８項目 約２１２億円 

 

 

 

 

 

 

（２）職員数の削減 

(注 1) ｢項目数｣の｢計｣の件数は､同一項目で複数年にわたるものは 1 件としたことから､各年の件数の合

計とは一致しない。 

(注２) 目標については、平成８～１０年度は大綱策定時、平成１１年度以降は各年度実施計画策定時の

数字。 

(注３) 決算の｢効果額｣は､平年度ベース(経過措置等によらない本来見込まれる効果額)で､各年度とも決算

ベース。 

(注４) 各年度の「効果額」は、前年度までに発生した効果額を含まない。 
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■ 職員数の推移 

北九州市行財政改革大綱に基づく組織・機構の簡素・合理化や事務事業の見直

し、業務の委託化等により、平成８～１５年度までの８年間で、１，２９９人を

削減。 

平成１７年度には、目標どおり職員１万人体制を達成する見込み。 

 

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
（年）

（人）

職員数
１１，８８７

１０，０５９

 

■ 強めるべき施策を強化しながら職員数を削減 

（平成８年４月１日～平成１６年４月１日）              (単位:人) 

     増員 （ ８ ６ ４ 人 ）    減員 （ ２ ， １ ６ ３ 人 ）  

 
●新規事業等       ８６４ 
 

・少子・高齢化社会対策の推進 ９０ 
・産業活性化の推進    １３１ 
・物流拠点整備の推進    ４４ 
・交通ネットワークの構築  ５２ 
・住民サービスの向上   １４０ 
・国際戦略の強化     １１８ 
・都市整備事業の強化    ３３ 
・その他         ２５６ 
                 

 
●委託化・嘱託化・ＯＡ化 ７５２ 

 

 
●事務事業の見直し    ９２６ 

 

 
●組織・機構の見直し  ４３３ 

 

 
●その他         ５２ 

 

 差し引き純減   １,２９９人

末吉市長就任 行革大綱 新行革大綱 

11,358 
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３ 代表的な取り組み事例 

（１）市立戸畑病院の廃止と民間医療法人への移譲 

■ 市立戸畑病院の概要 

○ 許可病床数１８１床（稼動病床数１００床） 

診療科目５科（内科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科） 

○ 職員数 １４０人（正規 ９６人、臨時・嘱託 ４４人） 

⇒ 医師１２人、看護婦６１人、医療技術１６人、事務員７人 

○ 年間延患者数：外来９３,４００人、入院３１,９００人 

■ 経 緯 

○ 平成２年から赤字経営で、経営改善策にもかかわらず収支は好転せず。 

⇒平成 14 年 4 月 1 日付で廃止を決定。 

○ 民間有識者による「戸畑病院跡地利用検討委員会」を設置し、平成 13

年 11 月に医療機関としての民間移譲が望ましいとの報告。 

⇒移譲方針を決定。（現行 5 科以上の診療が条件） 

○ 平成 14 年 4 月 1 日、公募により選定された法人に移譲。 

■ 病院の廃止・移譲による効果 

○ 戸畑病院の赤字の解消 ⇒ 年間８億９,７００万円（平成１３年度決算） 

○ 移譲に伴う売り払い収入⇒ 土地、建物計１３億６,２００万円 

 

（２）門司競輪の廃止 

■ 本市の競輪事業の状況 

○ 本市は、昭和 23 年に全国で初めて競輪を開催した小倉競輪と、昭和 25

年から開催している門司競輪の 2 つの競輪事業を開催・運営 

○ 競輪事業は平成 12 年度末に 2 億 4,900 万円の累積赤字 

 

競輪事業の経営健全化を図るため、施設の老朽化が著しく、収益好転の

見込みがない門司競輪を平成 14 年 3 月末に廃止することを決定 

■ 廃止の効果 

○ 門司競輪の廃止は全国でも先駆的な取り組みであり、廃止により単年度

赤字（13 年度 ３億７,５00 万円）が解消 

 

（３）「環境未来税」の導入 

産業廃棄物に関する法定外目的税「環境未来税」を平成１５年１０月から導入。 

・ 納税義務者は最終処分業者等 

・ 最終処分業者等が市内の埋立処分場で処分する産業廃棄物の埋立量に対し課税 

・ １ｔあたり５００円（暫定税率）→平成１９年度からは１ｔあたり１,０００円（本則税率） 

 

平成１５年１１月～平成１６年３月までに、 

５００円×４９５,０５２ｔ≒約２億 5,000 万円の収入。 
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（４）公立保育所の民営化、民間委託化 

保育所の適正配置及び効率的運営を図るため、「新保育５か年プラン」に基づき、公

立保育所の統廃合及び民営化、民間委託化を推進。 

【新保育５か年プラン】 

 

 

 

 

平成１４年４月、２施設を民間委託化       ⇒削減効果      約 7,000 万円 

平成１５年４月、４施設を統合し民営化、民間委託化⇒削減効果 約１億 8,000 万円 

平成１６年４月、５施設を民営化          ⇒削減効果 約１億 9,000 万円 

平成１７年４月、５施設を民営化等         ⇒削減効果 約２億６,000 万円 

 

（５）ごみ収集業務の委託化 

一般ごみ収集業務について委託化を推進。（平成 10 年度～平成１３年度までに直

営：委託の比率を７：３⇒５：５） 

平成１５年度には、紙パック･トレー回収業務を全面委託化。 

今後は、平成 16 年度～平成 19 年度までに、直営：委託の比率を５：５⇒３：７

まで引き上げる予定。 

 

一般ごみ収集業務の委託化の推進 

年度 職員削減数 直営  委託  効果 

平成 10～13 年度 190 人 1,539,750 千

円 

－ 617,913 千円 ≒ 約 9 億２,０００万円 

平成 16 年度(見込み) 27 人 218,250 千円 － 172,080 千円 ≒ 約４,６００万円 

平成 17 年度(見込み) 19 人 156,000 千円 － 67,824 千円 ≒ 約８,８００万円 

紙パック・トレー回収業務の全面委託化 

年度 職員削減数 直営  委託  効果 

平成 15 年度 24 人 195,750 千円 － 55,288 千円 ≒ 約 1 億４,０００万円 

 

（６）学校給食調理業務の民間委託化  

学校給食調理業務（自校調理方式）について、民間委託化を推進。 

平成１４年度からのモデル事業を専門的立場から評価する「学校給食モデル事業評

価委員会」からも高い評価。 

今後、小学校（１３４校）、養護学校（８校）を対象に、順次拡大実施する予定。 

 

平成１４年度、２校においてモデル実施⇒削減効果   約４千万円 

平成１６年度、新たに８校において実施⇒削減効果 約１億１千万円（見込み） 

平成１７年度、新たに７校において実施⇒削減効果   約４千万円（見込み） 

 １３年度  １８年度 

直営保育所 ３６か所 → ２０か所程度 

福祉事業団委託保育所 ２４か所 → １４か所程度 

（見込み） 

（見込み） 



5 

（７）リース化の推進 

メンテナンスリースにより、整備から維持管理までのトータルコスト（メンテナン

スに競争原理を導入）の削減と財政支出を平準化。 

① 総合消防指令システムにメンテナンスリースを導入 

一般競争入札により、約６億 8,000 万円の節減（節減率２１％）。 

② 公用車にメンテナンスリースを導入 

平成 12～15 年度で、公用車約２６０台に９年間のメンテナンスリースを導入。 

自己所有（整備士人件費含む）と比べ、9 年間で１台あたり約 100～200 万円の削減。 

 

（８）ごみ収集の指定袋制の導入 

ごみ袋の無料配布を廃止し、平成 10 年 7 月から有料の指定袋制を導入。 

（平成１６年４月現在、大 1 枚 15 円、小 1 枚 12 円、特小 1 枚 8 円） 

■ 指定袋制導入による効果 

・無料配布廃止等による経費削減額……約 7 億 5,000 万円 

・指定袋制導入に伴う益金の基金への積立……約５億円（毎年度） 

■ 制度導入に伴う益金については、基金に積み立て、まち美化やごみステーショ

ンの管理、コミュニティづくりへの支援などにより、市民に還元。 

■ 市民負担に関わる制度の導入にあたっては、市民への十分な説明を実施。 

・出前講演の開催  （280 回、参加者 10,461 人） 

・出前トークの開催 （542 回、参加者 22,236 人） 

・その他、多くの媒体を利用して市民への広報を実施。 

 

（９）老人医療費給付制度の見直し 

市が独自に行っている高齢者への医療費給付制度（平成 10 年 4 月現在：６６～69

歳）について、所得制限の引き下げ及び対象年齢の引き上げを実施。 

平成 10 年 4 月 所得制限 

本人…所得 135 万円以下⇒125 万円以下（住民税非課税） 

配偶者…所得 1,000 万円以下⇒250 万円以下 

平成 11 年 4 月 対象年齢を 67～69 歳に引き上げ 

平成 14 年 4 月 対象年齢を 68～69 歳に引き上げ 

平成 17 年 4 月 対象年齢を 69 歳のみに引き上げ（予定） 

 

■ 見直しによる効果 

・所得制限の引き下げ……約９億円 

・対象年齢の引き上げ……1 歳につき約 4.5 億円 

■ 市民負担に関わる制度の導入にあたっては、市民への十分な説明を実施。 

・出前講演の開催  （１８７回、参加者 7,446 人） 

・出前トークの開催 （１００回、参加者 8,236 人） 
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４ その他の主な取り組み 

（１）行政運営、執行体制の見直し 

～簡素で効率的な行財政システムの再構築～ 

■ 建設局と下水道局の統合（H10） 

社会基盤整備の総合的・効率的な推進を図るため、建設局と下水道局を

統合し、建設局を設置。 

■ 都市計画局と建築局の統合（H10） 

都市整備の総合的・効率的な推進を図るため、都市計画局と建築局を統

合し、新たに建築都市局を設置。 

■ 市民課業務の一部委託化（H12～H13） 

区役所市民課業務のうち、住民異動届に伴う端末入力等定型的な作業内

容で外部の専門技術・技能を活用できる業務について、民間委託化を実施。

削減効果５８百万円。 

■ 内部管理業務の委託化の推進 

出納事務（H12）、情報システム管理業務（H12～）、職員研修業務（H12

～）、給与支給事務（H15）の一部について、民間委託化を実施。 

■ 公共工事のコスト縮減 

北九州市公共工事コスト縮減に関する行動計画（H9～11）及び第二次

行動計画（H12～15）に基づき、平成 15 年度までに公共工事コストを平

成 8 年度比１５．３％縮減。 

■ 環境事務所の統合（H11～13） 

ごみ収集業務の委託化を踏まえ、事務所の適正配置と作業の効率化を図

るため、8 事務所体制を３センター１事務所体制に移行。削減効果５４９

百万円。 

■ 小中学校の統合 

児童・生徒の減少に伴い、教育効果の向上と教育環境の整備を図るため

に、地域住民の意見を反映させながら、小規模化した小・中学校の統合を

計画的に推進。平成 9～15 年度において、統合により２５校を１２校に再

編。削減効果４４３百万円。 

■ 外郭団体の整理・統合 

・（社福）北九州市福祉事業団と（社福）北九州市障害療育事業団の統合 

・（財）北九州市都市整備公社と（財）北九州市建築・設備保全公社の統合 

・㈱メディアドーム北九州の解散（H14.3 月） 

 

（H10.12 月）

（H12.4 月） 
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（２）公と民との役割分担の見直し 

～民間の知恵と力の導入～ 

■ 市立幼稚園の配置の見直し 

市立幼稚園の配置の見直しにより、平成８年度当初１５園体制から、平

成 8 年度末に 2 園、平成 10 年度末に 3 園、平成 15 年度末に 2 園を廃

止し、平成 15 年度末には８園体制に移行。削減効果２２９百万円。 

■ 老人福祉施設の民間委託化（H13、H15） 

（社福）北九州市福祉事業団運営の老人福祉施設のうち３施設について、

民間社会福祉法人に委託化。削減効果３５百万円。 

■ 障害者福祉施設の民間委託化（H12、H14） 

（社福）北九州市福祉事業団運営の障害者福祉施設のうち２施設につい

て、民間社会福祉法人に委託化。削減効果３４百万円。 

■ 学校教育施設夜間警備体制の見直し（H10～H15） 

学校教育施設の夜間警備について、嘱託警備員による有人警備から警備

保障会社への委託による機械警備に移行することにより、経費を削減。削

減効果６３７百万円。 

■ 農業共済事業の移譲（H15） 

保険事務の専門性の確保による農業者へのサービスの向上と事務費の負

担減を図るため、農業共済事業を隣接する京築農業共済組合に移譲。削減

効果１５百万円。 

（３）市民の視点からの施策等の見直し 

～市民にとって利用しやすい行政サービスの展開～ 

■ 行政サービスコーナーの設置（H10） 

平日の時間外や休日にも住民票の写しや印鑑登録証明書等の証明書を交

付する行政サービスコーナーを、小倉及び黒崎に設置。 

■ 自動交付機による証明書交付サービスの実施（H12～） 

平日の時間外や休日も利用できる、住民票と印鑑登録証明書の自動交付

機を７区役所、２出張所及び行政サービスコーナーに設置。 

■ 郵便局における行政サービスの提供（H15） 

区役所・出張所から離れた人口集積地区にある２郵便局において、住民

票の写し、印鑑登録証明書等の交付を開始。 

■ コンビニエンスストアによる水道料金・下水道料金の納入機会の拡大（H10） 

コンビニエンスストアでの収納を行い、利便性を向上。 

■ 公共施設の開館日、開館時間の柔軟な運用（H10～） 

市民福祉センターや公民館、総合体育館などについて、地域住民が利用

しやすいように開館日、開館時間を変更するなど、柔軟に運用。 



8 

（４）行政と市民との関係の見直し 

～市民参加と負担のあり方～ 

■ 「ひまわりメール」事業の実施（H9） 

郵便局外務職員を通して市民の市政へのニーズを把握する「ひまわりメ

ール」事業を実施。 

■ パブリックコメント制度の導入（H15） 

施策の企画・立案段階において広く市民の意見を求め、施策に反映させ

るパブリックコメント制度の導入に向けて、要綱を策定。平成 16 年 4 月

から導入。 

■ 住民参加型公園づくりの実施 

地域住民に身近な公園の整備にあたり、計画段階から住民自主参加方式

により、市民ニーズに対応した公園づくりを実施。平成９～１５年度まで

に１４公園を整備。 

■ 市民参加型の水際線づくりの実施 

港湾緑地や親水護岸など市民開放を目的とした水際線の整備にあたって、

地域住民やＮＰＯ等との協働により事業を進め、市民ニーズに対応した水

際線づくりを実施。平成 14～15 年度、門司区地蔵面人工海浜の整備にお

いてワークショップ等を開催。それを基に平成 16 年度に整備予定。 

 

（５）健全な財政運営の推進 

～中長期的な視点に立った健全な財政基盤の確立～ 

■ ごみ処理手数料（自己搬入）の改定（Ｈ１２） 

自己搬入ごみの資源化・減量化の促進及び排出事業所の負担の適正化を

図るため、ごみ処理手数料を改定。増収効果９９６百万円。 

■ 市有財産の有効活用 

未利用市有地について、一般競争入札や公募抽選、先着順売払などによ

り売却を進めるとともに、駐車場としての一時貸付等を実施。さらに、民

間の販売ルートやノウハウを活用する「市有財産処分の媒介制度」を平成

１５年度末に導入。平成９～１５年度までの売却による収入は２,５６２百

万円。 

■ 交通局営業所の統合（H11） 

交通局（バス）営業所を統合し、3 営業所体制から 2 営業所体制に移行

することにより、経費削減と効率的なダイヤ編成を実施。削減効果１３３

百万円。 

 

 


